
企業版ふるさと納税のご案内

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに
対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税控除をする仕組みです。
損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額の約９
割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されます

税額控除

①法人住民税 寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割合の２割が限度）

②法 人 税 法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除（寄附額の１割が上限）

③法人事業税 寄附額の２割を税額控除（法人事業税の２割が上限）

控除対象

通常の寄附

企業版ふるさと納税 企業負担

寄附額

損金算入 企業負担

約３割 最大６割 約１割



寄附の流れ

ご相談・

お申し出

寄附金

の納入

受領証

の発行

事業費確定

のお知らせ

お問い合わせ先

猪苗代町企画財務課

〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地
TEL：0242-62-2112（直通）
E-mail：zaimu@town.inawashiro.fukushima.jp

企業版ふるさと納税寄附募集事業

〇「道の駅」展開プロジェクト

〇地域を担う人材育成プロジェクト

〇きめ細やかな子育て支援プロジェクト

〇魅力的なライフスタイル提案プロジェクト

〇安定した雇用創出プロジェクト

〇交流促進プロジェクト

「道の駅」を農業・観光・防災の拠点として活用する
とともに、町を担う人材の育成など地方創生の拠点と
して多様な活用を行います。

高校を始めとした教育機関との連携を強化しながら、
産官学が連携し、地域を担う人材を育成するとともに、
インバウンド観光も視野に入れた町民のおもてなし力
の向上を図ります。

出生から就労まで切れ目のない、きめ細やかな子育て
支援により、若い世代が働きやすい・子育てしやすい
環境をつくります。

平日は、隣接する郡山市・会津若松市等へ通勤、休日
はスポーツや自然・温泉を楽しむライフスタイルを提
案するとともに、積極的に情報発信することにより、
移住・定住を促進します。

観光業の振興等により、地域間、多世代、官民、異業
種などの交流を促進し、魅力的な地域づくりにつなげ
ます。また、多世代交流を推進することにより、安心
して暮らせる高齢者対策を充実させます。

「米（天のつぶ）」や「そば（天の香）」を始めとし
たブランド化・競争力の強化を推進するとともに、空
き工場・空き店舗等を活用した企業誘致を進め、安定
した雇用創出を図ります。


